
　宇部市

宇部市水道条例が契約の内容となります。

　　住所

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

新代理人　･ 管理人

　　住所

条例は、局ウェブサイトや窓口で閲覧できます。

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

旧代理人　･ 管理人

　

　　宇部市水道事業管理者

　　　 水道局長　　　　　　　　　　　　　　　　　様

年　　　　　月　　　　　日

給水装置所有者

　　住所

　　上記の給水装置の代理人･管理人を

選定

変更

　しましたので、お届けします。

　　　なお、ご承認の上は、宇部市水道条例及び同施行規程を遵守し、水道局にご迷惑を

　　おかけいたしません。

給　水　装　置　の　種　類

選 定 又 は 変 更 年 月 日

給水装置番号 号　

　１．専用栓　　２．連用栓　　３．消火栓　　４．給水幹線　　５．特栓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　

　様式第5号（第11条関係）

給水装置
代理人

管理人
　選定　･　変更　届

給　　   水　　   装　　   置


